
平成２１年５月１１日

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所７号機に対する原子炉起動時の保安検査

等の実施状況について（第２報）

１．保安院による確認内容

（１）原子炉起動及び出力上昇時おける保安規定の遵守状況の確認

原子炉の昇圧時に、運転責任者を含む運転員が確保され、常時中央制御室に

配置していること、原子炉の昇圧のための制御棒引き抜き、また、ドライウエ

ル点検のための制御棒の挿入操作が、制御棒操作手順書等に従い適切に実施さ

れていること、さらに、「止める」、「冷やす」及び「閉じこめる」の各安全機能

等が確保されていることを中央制御室において確認しました。

また、原子炉隔離時冷却系に係る不適合事象（後述）が是正された後に実施

された、保安規定に基づく当該系統の定例試験（原子炉隔離時冷却系手動起動

試験）が、手順書に従い適切に実施され、判定基準（ポンプ１８２ｍ３／ｈ以上

に対して１８２ｍ３／ｈ、ポンプの全揚程８０ｍ以上に対して１９５ｍ）を満足

していることを確認しました。

（２）プラント全体の機能の確認

原子炉昇圧時（3.5MPa）のパラメータ採取が、定められた手順書に従い適切

に実施されていること、その結果が、3.5MPa 到達後に実施される評価会議にお

いて評価されていることを、中央制御室における立ち会い等により確認しまし

た。

（３）プラント起動時の設備点検の確認

3.5MPa のドライウエル点検において、プラント起動後に蒸気や高温水が通水

となる配管等を中心に、目視点検、漏洩確認等に立ち会いました。点検は定め

られた手順書に従い、適切に実施され、確認した範囲において、異常は認めら

れませんでした。また、耐震強化工事に関わる支持構造物について変位量が適

切であり、異常な変位や機器や配管との干渉等が無いことを併せて確認しまし

た。

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所７号機は、５月９日１５時２１分、原子炉が

臨界となりました。（第１報でお知らせ済）

その後、５月１０日９時３８分に原子炉圧力が 3.5MPa に到達し、１４時５９分からド

ライウエル点検（原子炉格納容器内点検）が実施されました。

また、５月１１日４時頃から原子炉圧力 7.0MPa の状態で原子炉隔離時冷却系の設備点

検が行われた際、非常用炉心冷却系の水源となっているサプレッションプールの水位が

保安規定に定める範囲より上昇しました。さらに、原子炉隔離時冷却系において起動試

験後に停止操作ができない不適合事象が発生したことから、東京電力は原因調査のため

一時的に同系統を隔離しました。

これらに対する保安院の確認状況についてお知らせします。



（４）原子炉起動後に発生した不適合事象等の確認

１）原子炉各隔離時冷却系iに係る不適合事象

東京電力が５月９日２３時１５分から、原子炉圧力 0.98MPa において、原子炉

隔離時冷却系の試運転を実施し異常のないことを確認後、停止操作として現場で

弁の全閉スイッチを操作したところ、動作不良が発生しました。その後、注油等

の手入れを行い、正常に動作することを確認しました。（東京電力 ５月１１日１

１時お知らせ済み）

保安院は、東京電力が行う当該不適合事象に対する一連の是正処置の実施状況

について、「トラブル検討会」へ出席し、当該不適合事象に対する検討が実施され

ていること、及び現場において対策がなされていることを確認しました。

２）運転上の制限の逸脱iiについて

①東京電力が５月１１日４時頃から原子炉圧力 7.0MPa において、プラント全体

の機能試験のうち、原子炉隔離時冷却系の設備点検を実施していたところ、

非常用炉心冷却系の水源となっているサプレッションプールiiiの水位が保安

規定に定める範囲より上昇したため、本日６時４３分、東京電力は運転上の

制限の逸脱を宣言し、その後、水位低下操作を行い同日６時５１分に運転上

の制限の逸脱からの復帰を宣言しました。

②また、原子炉隔離時冷却系において、本日６時５３分に５月９日と同様の不

適合事象が発生したことから、現場調査のため一時的に同系統を待機除外と

して運転上の制限の逸脱を宣言し、復帰操作を行った後、本日７時３１分に

運転上の制限の逸脱からの復帰を宣言しました。

保安院は、２件の運転上の制限の逸脱事象について、中央制御室に２４時間常

駐している原子力保安検査官が東京電力による運転上の制限の逸脱から復帰の手

順に問題のないことを確認しています。今後、東京電力が実施する原因の究明と

対策の実施状況について確認を行います。

２．保安院の評価及び今後の対応

以上の確認結果から、保安院は、原子炉の起動に係る一連の運転操作、及びプラン

ト全体の機能試験が適切に実施されていると評価します。

保安院は、２件の運転上の制限の逸脱事象について、東京電力が実施する原因の

究明と対策の実施状況について確認を行うとともに、引き続き、原子炉の起動に係る

i
原子炉隔離時冷却系とは、何らかの原因により、通常の原子炉給水系が使用不可能となり、原子炉水位が低下した場合

等において、原子炉の蒸気を駆動源にしてポンプを回し、原子炉の水位確保及び炉心の冷却を行う系統です。なお、本系
統は非常用炉心冷却系です。
ii
運転上の制限とは、安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器（ポンプ等）の必要台数や、原子炉の状態

毎に遵守すべき温度や圧力の制限が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運

転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に

当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではあり
ません。
iii
サプレッションプールとは、格納容器という原子炉本体を囲んでいる容器の底にあり、大量の水が蓄えられています。

配管が壊れて格納容器に蒸気が充満してしまい中の圧力が高くなった場合に、蒸気をこのプールに逃がして圧力を下げま
す。また、原子炉の水が少なくなった時に原子炉へ水を補給する水源にもなります。



一連の運転操作、及びプラント全体の機能試験について厳格に確認を行います。

なお、次回は、7.0MPa におけるドライウエル点検、タービン起動の結果等について

公表します。
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